
熊本野生生物研究会誌 投稿規定              2025.4.1改訂 

 

1 目的 

熊本野生生物研究会誌は熊本野生生物研究会の

目的（会則2）に沿った報文を掲載・提供する． 

2 原稿（報文）の種類と内容 

原著論文：独創性や新規性，さらに科学的に見て客 

観的な結論が得られている論文． 

短報：原著論文には届かないものの，次の研究に発

展する可能性があり報告する価値がある論文． 

総説：特定の分野や主題について，関連文献や資料

に基づいて総括的に論評した報文． 

報告など：上記のいずれの報文にも該当しないが，

目的に沿った内容に関する報文．意見や解説，採

集記録，実践報告，情報提供等が該当する． 

3 投稿資格 

 投稿は会員に限るが，共著者に非会員を含むこ

とができる（非会員が第一著者にもなれる）．ただ

し，編集委員会が寄稿を依頼した場合はこの限り

ではない． 

4 審査 

 原著論文や短報，総説の場合，編集委員会が依頼

する匿名の審査員による審査を受ける．審査内容

については「会誌審査規定」を設ける。会誌審査規

定に基づいて審査された結果をもとに，編集委員

会は掲載の適否を決定する． 

報告などは会誌審査規定を適用しないが，編集

委員会において内容の精査・校閲を行い，修正を求

めたり掲載を見送ることがある．なお，報告などで

も編集委員会が必要と判断した場合は審査の対象

とする． 

5 受付と受理 

 編集委員会が下記の規定に適合した体裁で、印

刷できる状態にあると判断した場合に受付され，

その日を受付日とする. 

受付けた原稿は審査等を経て，編集委員会が掲

載可と認めた場合に受理され，その日を受理日と

する. 

6 言語と原稿枚数 

 使用言語は日本語とし，英語も可とする．アル

ファベットとアラビア数字は半角とする．報文の

長さは，原則として製本段階で10ページ（原稿で

20ページ）以内とする．  

7 原稿の投稿方法 

 原稿は電子投稿とし，本文・表・図は連絡先（編

集委員長）へ電子メールか記憶媒体で届ける．原稿

と共に送付票も添付する．  

8 原稿の用紙と書き方 

 原稿の仕様は 1 ページ 25 字・45 行とし，用紙

の左右には十分な余白をとる．また，印刷・製本さ

れた場合の仕様はＡ4縦長の用紙に25字・45行の

2段組とする．したがって，投稿原稿の2ページが

印刷されときの1ページに相当する．  

 本文や図などの説明は Word ファイルとする．

図はJPEGファイル，表はExcelファイルとする．

図は原図と文字や記号が入った図の両方を提出す

る．本文の様式は本会 WEB サイトに掲載してい

るので，それをダウンロードして使用する. 

9 原稿の構成 

 原著論文，短報，総説の構成は以下の見出しとす

る．報告などにおいても準拠する． 

1ページに表題，著者・所属名（英文表題，英文

著者・所属名）・キーワード（5 語程度以上）を書

き，2ページ以降に摘要（なるべく英文も併記する），

本文，謝辞，引用文献，図表の説明文を書く．最終

ページに代表（連絡）著者名とその所属，〒・住所

および電子メールアドレスを書く． 

摘要：目的から考察に至るすべて要約する．1，2，

3･･と番号を付した箇条書きが望ましい． 

表・図：本文と切り離して1点ずつ別ファイル(シー

ト)で作成する．表の説明は「表(Table)1．・・」，

図の説明は「図(Fig)1．・・」として，引用文献の

後にまとめて書く．製本における説明文の位置

は表の上，図の下となる．表や図の本文中におけ

るおよその挿入位置を原稿の余白に記入する．1

ページを超える表については，2つ以上に分割し

なければならない．ただし，著者が費用の全額を

負担する場合は，折り込みなどの表を認めるこ

とができる．図や写真の原稿は，一辺が印刷され

るときの大きさの1.5～2倍程度とする．  

見出し：原稿構成の見出しは上下の 1 行をあけて

中央に書き，ゴシック体の指定をする．さらに細

分するときの小見出しは 1 行空けて 1 ○○，2 

○○と左端によせてゴシック体で書く． 



注釈：第 1 ページで表題に関する注釈などを付け

る場合をのぞき，脚注は原則として用いない． 

学名：国際動物命名規約にしたがい，原則としてタ

イプし，イタリック体（斜体）の指定をする．最

初に用いた和名には学名を必ず付ける． 

文献の引用：本文中での文献の引用は，「…（熊本・

大阪 1988），……」，「……（Sasaki 2002a, 

b； Tagami and Sato 1964）．」などとし，出

版年の順に並べる．著者が 3 名以上の文献の場

合には，第2著者以下を「ほか」または「et al.」

とする．なお，ウェブサイトからの引用や新聞記

事，国会議事録などからの引用は文献リストに

含めずに，本文中に次のように記す．ただし，

DOIありやPDFファイルは引用文献とする． 

ウェブサイト・・URL；確認した日付，必要なら

掲載責任者名． 

記事・・記者名（匿名なら「匿名」），新聞社名お

よび支社名，朝夕刊の別，最終版でない場合

には版数，記事名，日付． 

議事録など・・・発言者，本会議または委員会名

と開催年月日，必要なら議事案件． 

文献：引用文献には，本文中で引用した文献のみを

収録し，それらをすべて列記する．本文中では

「ほか」または「et al.」と省略した人名もすべ

て列記する．配列は著者名の ABC 順とする．同

一著者・同一年の場合は著者名後に a，b･･を付

ける．引用文献は次の形式を参考にして記す． 

論文・・著者.発行西暦年.表題.雑誌名:ページ. 

例1：前田史和．2022．阿蘇市におけるアライ

グマProcyon lotorの初確認．熊本野生生物

研究会誌11：15-18． 

例2：Funakoshi, K. and Kunisaki, T. 2000. On 

the validity of Tadarida latouchei, with ref-

erence to morphological divergence among T. 

latouchei, T. insignis and T. teniotis 

(Chiroptera, Molossidae). Mammal Study 

25: 115-123. 

 例3：農林水産省．2018．野生鳥獣被害防止マ

ニュアル－総合対策編－．https://www.maff. 

go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/sogo_ 

taisaku/manual_common.pdf.（2022年3月

10日確認） 

本・・著者．発行西暦年．著書名．出版社，出版

地，ページ総数pp． 

例：熊本野生生物研究会．2015．くまもとの

哺乳類．東海大学出版部，秦野，303pp. 

本の章・・著者．発行西暦年．本題．ページ．出

版社，出版地． 

 例：安田樹生．2015．コウモリのなく頃に．

くまもとの哺乳類，pp.178-179．東海大学出

版部，秦野． 

10 校正 

 第 1 稿は著者で校正を行い，第 2 稿以降は編集

委員会で行う． 

11 別刷り・カラー印刷・規定枚数超過 

 別刷りや図表のカラー印刷，規定枚数超過は，実

費を著者より徴収する．  

12 著作権 

著作権（複製権，公衆送信権）は熊本野生生物研

究会に帰属する． 図表の転載は本会の許可を受け

ること． 

13 公開 

 掲載された論文等は掲載された会誌の発行後に，

本会WEBサイト及びJ-STAGE上にPDFファイ

ルで公開する．なお，著者には報文のPDFファイ

ルを編集委員会より直接配布する． 

14 改正 

この規定の改正は，運営委員会の決議を経て行

う. 

編集と原稿送付に関する連絡先（編集委員長） 

〒862-0909 熊本県熊本市東区湖東3丁目21番27号  坂田拓司 宛 

TEL：090-7462-3661   E-mail：alicechan _at_mtj.biglobe.ne.jp 

※送信する際に_at_を.@に修正してください． 

※大容量の場合は無料ファイル転送サービスの利用やCD等の記憶媒体で郵送して下さい. 

※投稿規定や審査規定，書式見本，送付票は本会WEBサイト（https://kumayaken.org/）を

ご覧ください． 



熊本野生生物研究会誌 審査(査読)規定         2025.4.1改訂 

 

1 目的 

 熊本野生生物研究会は会誌に投稿される報文の

うち，原著論文，短報，総説，編集委員会が必要と

判断した報告など（以下，「該当報文」と称す）が

掲載にふさわしい学術研究の水準を保ちうるよう

に会誌審査規定を設定する．本規定の運営は編集

委員会が責任を負う．他の報告などは本規定を適

応しないが，編集委員会において内容の精査・校閲

を行う． 

2 審査基準 

投稿された該当報文は，以下の項目に照らして

審査者が総合的に審査する． 

(1) 分 野：熊本野生生物研究会の目的に関連して

いる． 

(2) 論理性：論旨の展開が明快で，記述が簡潔・明

瞭である． 

(3) 新規性：内容に新たな知見が盛り込まれている。 

(4) 信頼性：結論等を信頼するに値する客観的な考

察が示されている． 

(5) 表 現：投稿規定の内容が守られている．特に

以下の項目が妥当である． 

表題の適切さ，文章の表現力・読みやすさ，章・節

など全体構成の適切さ，図表の表現・説明の適切さ，

引用文献の妥当性・引用の適切さ 

3 審査者 

(1) 編集委員会は，投稿された該当報文1編につき

原則として 2 名以上の審査者（会員外も含む）を

選定し審査を依頼する．  

(2) 審査者全員の氏名は公開するが，個々の該当報

文に対する審査者の氏名は公開しない． 

(3) 著者と審査者の氏名及び所属等は互いに知ら

せず，必ず編集委員会を介する． 

(4) 審査期間は編集委員会から送付されておおむ

ね１ヶ月以内とする． 

4 再審査 

編集委員会は投稿者から提出された修正原稿を

点検し，審査者による再審査が必要と判断された

場合には再度審査を依頼し，その結果を投稿者に

連絡する． 

5 受理 

編集委員会は審査結果を協議して論文の受理を

決定する．論文が受理された場合，編集委員長は投

稿者に受理通知を送付する．論文が受理できない

場合には，その理由を投稿者に連絡する． 

6 最終原稿 

投稿者は該当報文が受理された後，最終原稿を

電子ファイルで編集委員長に提出する．なお，編集

委員会は最終原稿について，原稿の訂正を投稿者

に求めることがある．また，原稿の本旨を損なわな

い範囲で訂正を行うことがある ． 

7 改正 

この規定の改正は，運営委員会の決議を経て行

う． 

 

 

審査（査読）に関する連絡先（編集委員長） 

〒862-0909 熊本県熊本市東区湖東3丁目21番27号  坂田拓司 宛 

TEL：090-7462-3661   E-mail：alicechan _at_mtj.biglobe.ne.jp 

※送信する際に_at_を.@に修正してください 

※大容量の場合は無料ファイル転送サービスの利用やCD等の記憶媒体で郵送して下さい. 

※投稿規定や審査規定，書式見本，送付票は本会WEBサイト（https://kumayaken.org/）を

ご覧ください． 


